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(57)【要約】
　体内水分計により測定された測定結果に基づいて、被
検者の状態を総合的に判断できるようにする。本発明は
、被検者の生体内の水分量を測定する体内水分計であっ
て、前記被検者の生体内の水分量を測定することで水分
量データが得られた場合に、被検者の生体情報に関する
データを管理するサーバに対して、前記被検者の水分量
以外の生体情報を測定することで得られた他のデータで
あって、所定の測定条件を満たす他のデータの検索を指
示する指示手段と、前記指示手段による指示に応じて受
信した、前記被検者の他のデータと、前記水分量データ
とに基づいて判断される、前記被検者の状態を示すメッ
セージを出力する出力手段とを備えることを特徴とする
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の生体内の水分量を測定する体内水分計であって、
　前記被検者の生体内の水分量を測定することで水分量データが得られた場合に、被検者
の生体情報に関するデータを管理するサーバに対して、前記被検者の水分量以外の生体情
報を測定することで得られた他のデータであって、所定の測定条件を満たす他のデータの
検索を指示する指示手段と、
　前記指示手段による指示に応じて受信した、前記被検者の他のデータと、前記水分量デ
ータとに基づいて判断される、前記被検者の状態を示すメッセージを出力する出力手段と
　を備えることを特徴とする体内水分計。
【請求項２】
　前記他のデータは、前記被検者の体温を測定することで得られた体温データであること
を特徴とする請求項１に記載の体内水分計。
【請求項３】
　前記指示手段は、前記水分量データが、所定値以下であった場合に、前記体温データの
検索を指示することを特徴とする請求項２に記載の体内水分計。
【請求項４】
　前記指示手段は、前記水分量データが測定された測定日時から遡って、所定時間内に測
定された体温データの検索を指示することを特徴とする請求項２または３に記載の体内水
分計。
【請求項５】
　前記出力手段は、前記水分量データが、所定値以下であって、かつ、前記体温データが
、所定値以上であった場合に、前記被検者の状態が重症化する可能性があることを示すメ
ッセージを出力することを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１項に記載の体内水分計
。
【請求項６】
　前記被検者を識別する識別子を受け付ける受け付け手段と、
　前記受け付け手段が受け付けた識別子を、前記被検者の生体内の水分量を測定すること
で得られた水分量データと対応付けて送信する送信手段と
　を更に備えることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の体内水分計。
【請求項７】
　被検者の生体内の水分量を測定する体内水分計と通信する端末であって、
　前記被検者の生体内の水分量を測定することで得られた水分量データを前記体内水分計
より受信した場合に、被検者の生体情報を管理するサーバに対して、前記被検者の水分量
以外の生体情報を測定することで得られた他のデータであって、所定の測定条件を満たす
他のデータの検索を指示する指示手段と、
　前記指示手段による指示に応じて受信した、前記被検者の他のデータと、前記水分量デ
ータとに基づいて判断される、被検者の状態を示すメッセージを出力する出力手段と
　を備えることを特徴とする端末。
【請求項８】
　被検者の生体内の水分量を測定する体内水分計であって、
　前記被検者の生体内の水分量を測定することで得られた第１の水分量データをサーバに
送信する送信手段と、
　前記第１の水分量データが測定された測定日よりも前に測定された水分量データである
第２の水分量データを検索するよう、前記サーバに指示する第１の指示手段と、
　前記第１の指示手段による指示に応じて受信した前記第２の水分量データと、前記第１
の水分量データとの差が所定値以上であった場合に、前記被検者と同じグループに属する
他の被検者の水分量データであって、前記第１の水分量データが測定された測定日と同じ
測定日の第３の水分量データと、前記第３の水分量データが測定された測定日よりも前に
測定された水分量データである第４の水分量データとを検索するよう、前記サーバに指示
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する第２の指示手段と、
　前記第２の指示手段による指示に応じて受信した前記第３の水分量データと第４の水分
量データとの差が所定値以上である他の被検者の割合が、所定割合以上であった場合に、
前記被検者の前記第２の水分量データに対する前記第１の水分量データの変動が、前記被
検者の周辺環境に起因するものであることを示すメッセージを出力する出力手段と
　を備えることを特徴とする体内水分計。
【請求項９】
　被検者の生体内の水分量を測定する体内水分計と通信する端末であって、
　前記被検者の生体内の水分量を測定することで得られた第１の水分量データを受信した
場合に、該第１の水分量データをサーバに送信する送信手段と、
　前記第１の水分量データが測定された測定日よりも前に測定された水分量データである
第２の水分量データを検索するよう、前記サーバに指示する第１の指示手段と、
　前記第１の指示手段による指示に応じて受信した前記第２の水分量データと、前記第１
の水分量データとの差が所定値以上であった場合に、前記被検者と同じグループに属する
他の被検者の水分量データであって、前記第１の水分量データが測定された測定日と同じ
測定日の第３の水分量データと、前記第３の水分量データが測定された測定日よりも前に
測定された水分量データである第４の水分量データとを検索するよう、前記サーバに指示
する第２の指示手段と、
　前記第２の指示手段による指示に応じて受信した前記第３の水分量データと第４の水分
量データとの差が所定値以上である他の被検者の割合が、所定割合以上であった場合に、
前記被検者の前記第２の水分量データに対する前記第１の水分量データの変動が、前記被
検者の周辺環境に起因するものであることを示すメッセージを出力する出力手段と
　を備えることを特徴とする端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者の生体内の水分量を測定する体内水分計及び該体内水分計と無線通信
する端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　被検者の生体内の水分量を測定することは重要である。生体における脱水症状は、生体
内の水分が減少する病態であり、発汗や体温上昇により多くの水分が体内から体外に排出
される運動時や気温の高い時に多く発現する。
【０００３】
　通常、生体内の水分が体重の３％以上失われた時点で体温調整の障害が起こると言われ
ている。体温調整の障害が起こり体温が上昇すると、生体内の更なる水分の減少を引き起
こすため悪循環に陥り、遂には熱中症と称される病態に至ることとなる。熱中症には、熱
痙攣、熱疲労、熱射病等の病態があり、時には全身の臓器障害が起こることもある。
【０００４】
　特に、病院内の入院患者や老人ホーム等の高齢者の場合、健常者や非高齢者と比較して
体温調整機能が低下しているため、脱水症状が重症化しやすい傾向にある。このため、例
えば、病院等の医療機関や老人ホーム等の介護施設においては、看護師や介護士等が入院
患者や高齢者等の生体内の水分量を定期的に確認し、管理しておくことが不可欠である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１７６１２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、看護師や介護士等の測定者の場合、体内水分計を用いて、入院患者や高
齢者の生体内の水分量を測定したとしても、測定結果を見ただけでは、重症化する危険性
を直ちに判断できない場合がある。
【０００７】
　上述したように、生体内の水分の減少は、体温調整機能と密接に関わっており、重症化
する危険性は、水分量以外の生体情報も考慮したうえで、総合的に判断する必要があるか
らである。
【０００８】
　また、看護師や介護士等の測定者の場合、測定結果から、被検者の生体内の水分が減少
していることが把握できたとしても、それが被検者固有のものなのか、周辺環境の問題に
よるものなのかを判断することは困難である。一般に、体内水分計の場合、測定者に対し
て、今回の測定結果が提示されるだけであり、その被検者の平常時の水分量を把握してお
かなければ、総合的な判断を行うことはできないからである。
【０００９】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、体内水分計により測定された測定結果
に基づいて、被検者の状態を総合的に判断できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る体内水分計は以下のような構成を備える。
即ち、
　被検者の生体内の水分量を測定する体内水分計であって、
　前記被検者の生体内の水分量を測定することで水分量データが得られた場合に、被検者
の生体情報に関するデータを管理するサーバに対して、前記被検者の水分量以外の生体情
報を測定することで得られた他のデータであって、所定の測定条件を満たす他のデータの
検索を指示する指示手段と、
　前記指示手段による指示に応じて受信した、前記被検者の他のデータと、前記水分量デ
ータとに基づいて判断される、前記被検者の状態を示すメッセージを出力する出力手段と
を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、体内水分計により測定された測定結果に基づいて、被検者の状態を総
合的に判断することが可能になる。
【００１２】
　本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかにな
るであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を
付す。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述
と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態にかかる体内水分計１００の外観構成を示す図
である。
【図２】図２は、体内水分計１００の機能構成を示す図である。
【図３】図３は、体内水分計１００の測定回路を説明するための図である。
【図４】図４は、体内水分計１００を含む管理システムの全体構成を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、体内水分計１００における水分量測定及び判断処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、体内水分計１００における水分量測定及び判断処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図６Ａ】図６Ａは、体内水分計１００における水分量測定及び判断処理の流れを示すフ
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ローチャートである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、体内水分計１００における水分量測定及び判断処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図７Ａ】図７Ａは、体内水分計１００における水分量測定及び判断処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図７Ｂ】図７Ｂは、体内水分計１００における水分量測定及び判断処理の流れを示すフ
ローチャートである。
【図８】図８は、体内水分計１００を含む管理システムの全体構成を示す図である。
【図９】図９は、体内水分計１００を含む管理システムの全体構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の各実施形態について添付図面を参照しながら詳細に説明する。なお、以
下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限
定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記
載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
【００１５】
　［第１の実施形態］
　＜１．体内水分計の外観構成＞
　図１は、本実施形態に係る体内水分計１００の外観構成の一例を示す図である。体内水
分計１００は、被検者の体表面である腋窩の皮膚にセンサ部１２１を接触させ、センサ部
１２１において供給した電気信号に応じた物理量を検出することで被検者の体内の水分量
を検出する。本実施形態に係る体内水分計１００では、当該物理量（生体内の水分に関す
るデータ）として被検者の静電容量を測定することにより、腋窩の皮膚の湿り具合を検出
し、体内の水分量を算出する。
【００１６】
　図１に示すように、体内水分計１００は本体部１１０と挿入部１２０とを備える。本体
部１１０は、上面１１４、下面１１５、側面１１６、１１７がそれぞれ長軸方向（不図示
）に略平行に形成されており、全体として、直線状に形成されている。また、本体部１１
０の筐体表面には、各種ユーザインターフェースが配置され、筐体内部には体内の水分量
を算出するための電子回路が収納されている。
【００１７】
　図１の例では、ユーザインターフェースとして、電源スイッチ１１１及び表示部１１２
が示されている。電源スイッチ１１１は、本体部１１０の後端面１１３の凹部に配されて
いる。このように凹部に電源スイッチ１１１を配する構成とすることで、電源スイッチ１
１１の誤操作を防ぐことができる。なお、電源スイッチ１１１がオンされると後述の電源
部２１１（図２）から体内水分計１００の各部への電源供給が開始され、体内水分計１０
０は動作状態となる。
【００１８】
　表示部１１２は、本体部１１０の側面１１７上において、長軸方向のやや前方側に配さ
れている。これは、体内水分計１００を用いて被検者の水分量を測定するにあたり、測定
者が把持領域１１８を把持した場合であっても、測定者の把持した手で表示部１１２が完
全に覆われることがないようにするためである（把持した状態でも表示内容が視認できる
ようにするためである）。
【００１９】
　表示部１１２には、今回の水分量の測定結果１３１が表示される。また、参考として前
回の測定結果１３２もあわせて表示される。さらに、電池表示部１３３には、電池（図２
の電源部２１１）の残量が表示される。また、無効な測定結果が得られた場合や測定エラ
ーが検出された場合には、表示部１１２に“Ｅ”が表示され、その旨がユーザに報知され
る。なお、表示部１１２に表示される文字等は、本体部１１０の上面１１４側を上とし、
下面１１５側を下として、表示されるものとする。
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【００２０】
　体内水分計１００の挿入部１２０は、上面１２４及び下面１２５が曲面形状を有してお
り、本体部１１０に対して、全体として、下向きに緩やかに湾曲している。挿入部１２０
の先端面１２２（後端面１１３とは反対側の端面）には、センサ部１２１がスライド可能
に保持されている。
【００２１】
　センサ部１２１は、先端面１２２に略平行な接触面１２３を有しており、センサ部１２
１の皮膚への密着を保証する上での押圧を確保するため、不図示のばねにより、矢印１４
１ｂの方向へ付勢されている（たとえば１５０ｇｆ程度の付勢力）。そして、センサ部１
２１の接触面１２３全体が被検者の腋窩の皮膚に均等に押し当てられ、かつ、センサ部１
２１が矢印１４１ａの方向（先端面１２２と略直交する方向、すなわち先端面１２２の法
線方向）に所定量（例えば１ｍｍ～１０ｍｍ、本実施形態では３ｍｍ）スライドすると、
測定が開始されるよう構成されている（以下、矢印１４１ａの方向をスライド方向と称す
）。
【００２２】
　具体的には、ユーザが電源スイッチ１１１をオンして体内水分計１００を動作状態とし
た後、センサ部１２１が矢印１４１ａの方向へ所定量以上押圧されると、水分量の測定が
開始される。あるいは、ユーザが電源スイッチ１１１をオンして体内水分計１００を動作
状態とした後、センサ部１２１の接触面１２３全体が被検者の腋窩に均等に所定負荷（例
えば２０ｇｆ～２００ｇｆ、さらに好ましくは１００ｇｆ～１９０ｇｆ、本実施形態では
１５０ｇｆ）で押し当てられたことが検知されると、水分量の測定が開始される。このよ
うな仕組みにより、測定時におけるセンサ部１２１の接触面１２３の腋窩への密着の程度
を一定にすることができる。
【００２３】
　＜２．体内水分計１００の機能構成＞
　次に、体内水分計１００の機能構成について説明する。図２は、体内水分計１００の機
能構成を示すブロック図である。
【００２４】
　図２において、制御部２０１は、ＣＰＵ２０２、メモリ２０３を有し、ＣＰＵ２０２は
メモリ２０３に格納されているプログラムを実行することにより、体内水分計１００にお
ける種々の制御を実行する。
【００２５】
　例えば、ＣＰＵ２０２は、図５Ａ、図５Ｂのフローチャートにより後述する表示部１１
２の表示制御、ブザー２２２やＬＥＤランプ２２３の駆動制御、水分量の測定（本実施形
態では静電容量測定）、測定結果の判断などを実行する。メモリ２０３は、不揮発性メモ
リと揮発性メモリとを含み、不揮発性メモリはプログラムメモリとして、揮発性メモリは
ＣＰＵ２０２の作業メモリとして利用される。
【００２６】
　電源部２１１は、交換が可能なバッテリー、或いは充電が可能なバッテリーを有してお
り、体内水分計１００の各部へ電源を供給する。電圧レギュレータ２１２は、制御部２０
１等へ一定電圧（例えば、２．３Ｖ）を供給する。電池残量検出部２１３は、電源部２１
１から供給される電圧値に基づいて、電池の残量を検出し、その検出結果を制御部２０１
に通知する。制御部２０１は、電池残量検出部２１３からの電池残量検出信号に基づいて
、電池表示部１３３の表示を制御する。
【００２７】
　電源スイッチ１１１が押下されると、各部への電源部２１１からの電力供給が開始され
る。そして、制御部２０１は、電源スイッチ１１１のユーザによる押下が１秒以上継続し
たことを検出すると、電源部２１１からの各部への電源供給を維持させ、体内水分計１０
０を動作状態とする。測定スイッチ２１４は、センサ部１２１が矢印１４１ａの方向へ所
定量以上押されるとオン状態になる（つまり、押圧状態を検出する押圧検出部として機能
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する）。制御部２０１は、センサ部１２１が矢印１４１ａの方向へ所定量以上押圧される
と、水分量の測定を開始する。なお、電源部２１１の消耗を防止するために、体内水分計
１００が動作状態になってから２分経過しても水分量の測定が開始されない場合は、制御
部２０１は自動的に体内水分計１００を電源オフの状態へと移行させる。
【００２８】
　測定回路２２１は、水分量検出部２２５と接続され、静電容量を測定する。図３は、測
定回路２２１の構成例を示す図である。図３に示すように、インバータ３０１、３０２、
抵抗３０３、３０４、被検者容量３１０によりＣＲ発振回路が形成される。被検者容量３
１０によって出力信号３０５の発振周波数が変化するので、制御部２０１は、出力信号３
０５の周波数を計測することにより、被検者容量３１０を算出する。
【００２９】
　図２に戻る。測定された水分量データは、通信部２１５を介して、不図示のサーバに無
線送信される。また、必要に応じて、通信部２１５を介して、サーバより、他の生体情報
や他の患者の測定結果を取得する。
【００３０】
　表示部１１２は、図１で説明したような表示を制御部２０１の制御下で行う。ブザー２
２２は、水分量の測定を開始した際や測定が完了した際に鳴動し、測定の開始や完了をユ
ーザに報知する。ＬＥＤランプ２２３もブザー２２２と同様の報知を行う。すなわち、Ｌ
ＥＤランプ２２３は、水分量の測定を開始した際や、測定が完了した際に点灯し、測定の
開始や完了をユーザに報知する。計時部２２４は、電源がオフの状態であっても電源部２
１１からの電源供給を受けて動作し、動作状態においては時刻を制御部２０１に通知する
。
【００３１】
　＜３．管理システムの全体構成＞
　次に、本実施形態に係る体内水分計１００により測定された被検者の生体内の水分量を
含む、各種生体情報を管理する管理システムの全体構成について説明する。
【００３２】
　図４は、体内水分計１００を含む管理システム４００の全体構成を示す図である。図４
において、４１０は、病院等の医療機関において、看護師等がいるナースステーション等
に配置され、入院患者等の生体情報を管理するサーバである。
【００３３】
　サーバ４１０では、体内水分計や体温計等の各種生体情報測定装置において測定された
生体情報を、患者を識別する識別子である患者ＩＤと対応付けてデータベース４２０に記
憶する。データベース４２０において、４２１は患者ＩＤであり、４２２、４２３は生体
情報測定装置を識別するための識別子である。このうち、４２２は体内水分計ＩＤを、４
１３は体温計ＩＤをそれぞれ示している。
【００３４】
　なお、図４の例では、各患者ごとに、異なる体内水分計及び体温計を使用することを前
提としているが、本発明はこれに限定されず、体内水分計や体温計等の生体情報測定装置
は、複数の患者において共有としてもよい。
【００３５】
　４２４、４２５は生体情報測定装置により測定された生体情報であり、このうち、４２
４は体内水分計１００により測定された水分量データを、４２５は体温計により測定され
た体温データをそれぞれ示している。なお、水分量データ４２４及び体温データ４２５は
、測定日時と測定結果とが対応付けて記憶されているものとする。
【００３６】
　なお、上記データベース４２０では、生体情報測定装置として体内水分計及び体温計を
用いる場合について説明したが、本発明はこれに限定されず、他の生体情報測定装置によ
り測定された測定結果を管理するよう構成してもよい。
【００３７】
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　なお、上述したように、体内水分計１００は通信部２１５を有しており、サーバ４１０
と通信することにより、各種データの送受信を行うことが可能である。例えば、本実施形
態に係る体内水分計１００では、測定前に、被検者の患者ＩＤを入力する構成となってお
り、患者ＩＤを入力して水分量測定を行った場合にあっては、測定結果に、患者ＩＤと測
定日時とが付加されたうえで、サーバ４１０に送信される。
【００３８】
　サーバ４１０では、体内水分計１００より測定結果が送信された場合には、データベー
ス４２０のうち、該測定結果に付加された患者ＩＤに対応する領域に、該測定結果を、測
定日時と対応付けて記憶する。
【００３９】
　また、体内水分計１００の場合、水分量測定が完了した後に、サーバ４１０に対して、
当該被検者が直近に測定した体温データの検索を指示する指示機能が備えられており、患
者ＩＤとともに、体温データ検索コマンドが送信される。
【００４０】
　サーバ４１０では、体内水分計１００より体温データ検索コマンドを受信した場合には
、データベース４２０内を検索し、体温データ検索コマンドに付加された患者ＩＤに対応
する体温データであって、測定日時が所定の測定条件を満たす体温データを抽出する。ま
た、検索結果を体内水分計１００に送信する。体内水分計１００では、測定した水分量デ
ータと、検索結果に含まれる体温データとに基づいて、被検者の状態を総合的に判断する
。
【００４１】
　＜４．体内水分計における水分量測定及び判断処理＞
　以上のような構成を備えた、本実施形態に係る体内水分計１００の動作（水分量測定及
び判断処理）を、図５Ａ、図５Ｂのフローチャートを参照して説明する。
【００４２】
　電源スイッチ１１１がオンされると、体内水分計１００では、図５Ａ、図５Ｂに示す水
分量測定及び判断処理が開始される。
【００４３】
　ステップＳ５０１では、看護師等の測定者が体内水分計１００に対して、被検者の患者
ＩＤを入力する。ステップＳ５０２では、ステップＳ５０１において入力された患者ＩＤ
を受け付ける。
【００４４】
　ステップＳ５０３では、測定者が被検者の腋窩に体内水分計１００の先端を接触させる
ことで、水分量測定処理を行う。測定者による水分量測定処理が完了すると、ステップＳ
５０４では、測定結果を表示部１１２に表示する。また、ステップＳ５０５に進み、ステ
ップＳ５０２において認識された患者ＩＤ及び測定日時とともに、測定結果をサーバ４１
０に無線送信する。
【００４５】
　更に、ステップＳ５０６では、ステップＳ５０３における水分量測定により得られた水
分量データが所定値（例えば、３５％）以下であるか否かを判定する。ステップＳ５０６
において、水分量データが所定値以下であると判定された場合には、図５ＢのステップＳ
５１１に進む。一方、ステップＳ５０６において、水分量データが所定値以下でないと判
定された場合には、水分量測定及び判断処理を終了する。
【００４６】
　図５Ｂにおいて、ステップＳ５１１では、体温データ検索コマンドを患者ＩＤとともに
サーバ４１０に送信する。サーバ４１０では、体温データ検索コマンドを受信すると、当
該コマンドに付加された患者ＩＤに対応付けて記憶された体温データであって、現在時刻
より過去所定時間内（２４時間内）に測定された体温データを、データベース４２０より
検索する。検索の結果、該当する体温データが抽出された場合には、検索結果として、当
該抽出した体温データを体内水分計１００に送信する。
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【００４７】
　ステップＳ５１２では、サーバ４１０より送信された検索結果に基づいて、過去所定時
間内に測定された体温データの値が、所定値（閾値）以上、例えば３７℃以上であるか否
かを判定する。ステップＳ５１２において、体温データの値が、３７℃以上でないと判定
された場合には、ステップＳ５１５に進み、受信した体温データを、既に表示済みの水分
量データとともに表示部１１２に表示した後、水分量測定及び判断処理を終了する。
【００４８】
　一方、ステップＳ５１２において、体温データの値が３７℃以上であると判定された場
合には、ステップＳ５１３に進む。ステップＳ５１３では、被検者の水分量データが３５
％以下であり、かつ、体温データが３７℃以上であることから、当該被検者の状態が重症
化する可能性があると判断する。このため、ステップＳ５１４では、被検者の状態が重症
化する可能性がある旨のメッセージ（警報）を出力する。なお、上記閾値は、被検者（例
えば、高齢者だけでなく乳幼児など）に応じて、適宜、０．１℃ごとに変更できるように
してもよい。また、上記閾値は、予め測定された各被検者の平熱に応じて設定するように
してもよい。
【００４９】
　更に、ステップＳ５１５では、既に表示済みの水分量データとともに、体温データを表
示部１１２に表示し、水分量測定及び判断処理を終了する。なお、水分量データや体温デ
ータの他に、感染の疑いのある被検者に対しては、感染の可能性がある旨のメッセージを
出力するようにしてもよい。あるいは、感染の可能性があるという情報を、水分量データ
または体温データと紐付けて記憶するようにしてもよい。
【００５０】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る体内水分計１００では、測定結果が
所定値以下となった場合に、サーバにアクセスし、当該被検者の直近の体温データを参照
する構成とした。更に、測定結果が所定値以下であって、かつ、当該被検者の直近の体温
データが所定値以上であった場合には、当該被検者の状態が重症化する可能性がある旨の
メッセージを出力する構成とした。
【００５１】
　このように、水分量データ以外の生体情報として体温データを考慮することで、被検者
の状態を、総合的に判断することが可能となった。
【００５２】
　［第２の実施形態］
　上記第１の実施形態では、体内水分計において測定結果が所定値以下となった場合にの
み、サーバにアクセスし、当該被検者の体温データを参照する構成としたが、本発明はこ
れに限定されない。例えば、水分量測定を行う前に、当該被検者の体温データを参照して
おき、水分量測定が完了した際には、ただちに当該被検者の状態を総合的に判断する構成
としてもよい。以下、本実施形態の詳細について説明する。なお、以下では、上記第１の
実施形態との相違点を中心に説明を行うものとする。
【００５３】
　図６Ａ、図６Ｂは、本実施形態に係る体内水分計１００の水分量測定及び判断処理を示
すフローチャートである。
【００５４】
　電源スイッチ１１１がオンされると、本実施形態に係る体内水分計１００では、図６Ａ
、図６Ｂに示す水分量測定及び判断処理が開始される。
【００５５】
　ステップＳ６０１では、看護師等の測定者が体内水分計１００に対して、被検者の患者
ＩＤを入力する。ステップＳ６０２では、ステップＳ６０１において入力された患者ＩＤ
を受け付ける。
【００５６】
　ステップＳ６０３では、体温データ検索コマンドを患者ＩＤとともにサーバ４１０に送
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信する。サーバ４１０では、体温データ検索コマンドを受信すると、当該コマンドに付加
された患者ＩＤに対応づけて記憶された体温データであって、現在時刻より過去所定時間
内（２４時間内）に測定された体温データを、データベース４２０より検索する。
【００５７】
　検索の結果、該当する体温データが抽出された場合には、検索結果として、当該抽出し
た体温データを体内水分計１００に送信する。ステップＳ６０４では、サーバ４１０より
送信された検索結果として、体温データを受信する。
【００５８】
　ステップＳ６０５では、被検者の腋窩に体内水分計１００の先端を接触させることで、
水分量の測定処理を行う。測定者による水分量の測定処理が完了すると、ステップＳ６０
６では、測定結果を表示部１１２に表示する。また、ステップＳ６０７に進み、ステップ
Ｓ６０２において認識された患者ＩＤ及び測定日時とともに、測定結果をサーバ４１０に
無線送信する。
【００５９】
　更に、ステップＳ６１１では、検索結果としてステップＳ６０４においてサーバ４１０
より受信した体温データの値が、３７℃以上であるか否かを判定する。ステップＳ６１１
において、体温データの値が、３７℃以上でないと判定された場合には、ステップＳ６１
５に進み、受信した体温データを、既に表示済みの水分量データとともに表示部１１２に
表示した後、水分量測定及び判断処理を終了する。
【００６０】
　一方、ステップＳ６１１において、体温データの値が３７℃以上であると判定された場
合には、ステップＳ６１２に進む。ステップＳ６１２では、ステップＳ６０５において水
分量測定された水分量データが所定値以下（例えば、３５％以下）であるか否かを判定す
る。
【００６１】
　ステップＳ６１２において、水分量データが所定値以下でないと判定された場合には、
ステップＳ６１５に進み、受信した体温データを、既に表示済みの水分量データとともに
表示部１１２に表示した後、水分量測定及び判断処理を終了する。
【００６２】
　一方、ステップＳ６１２において、水分量データが所定値以上であると判定された場合
には、ステップＳ６１３に進む。ステップＳ６１３では、当該被検者の水分量データが３
５％以下であり、かつ、体温データが３７℃以上であることから、当該被検者の状態が重
症化する可能性があると判断する。
【００６３】
　そして、ステップＳ６１４では、被検者の状態が重症化する可能性がある旨のメッセー
ジを出力するとともに、ステップＳ６１５では、既に表示済みの水分量データとともに、
体温データを表示部１１２に表示する。
【００６４】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る体内水分計１００では、水分量測定
を行う前に、サーバにアクセスし、当該被検者の直近の体温データを参照する構成とした
。そして、水分量測定の測定結果が所定値以下であり、かつ、当該被検者の直近の体温デ
ータが所定値以上であった場合には、ただちに当該被検者の状態が重症化する可能性があ
る旨のメッセージを出力する構成とした。
【００６５】
　このように、水分量データ以外の生体情報として体温データを考慮することで、被検者
の状態を、総合的に判断することが可能となった。
【００６６】
　［第３の実施形態］
　上記第１及び第２の実施形態では、患者ＩＤを入力する構成としたが、本発明はこれに
限定されない。例えば、患者ごとに異なる体内水分計を使用し、かつ、サーバ４１０にお
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いて、患者ＩＤと体内水分計ＩＤとが対応付けて記憶されている場合にあっては、測定者
は、患者ＩＤを入力することなく水分量測定を行うことができる。この場合、体内水分計
では、測定結果として、水分量データ及び測定日時に加え、体内水分計ＩＤを付加して送
信することとなる。
【００６７】
　［第４の実施形態］
　上記第１乃至第３の実施形態では、水分量データと体温データとから、被検者の状態に
ついて総合的に判断する構成とした。しかしながら、本発明はこれに限定されず、例えば
、当該被検者の水分量データが、平常時と比較して変動しているのか否か、更には変動し
ている場合には、当該被検者固有のものなのか、あるいは周辺環境に起因するものなのか
についても判断するよう構成してもよい。以下、本実施形態の詳細について説明する。
【００６８】
　図７Ａ、図７Ｂは、本実施形態に係る体内水分計１００の水分量測定及び判断処理を示
すフローチャートである。
【００６９】
　電源スイッチ１１１がオンされると、体内水分計１００では、図７Ａ、図７Ｂに示す水
分量測定及び判断処理が開始される。
【００７０】
　ステップＳ７０１では、看護師等の測定者が体内水分計１００に対して、被検者の患者
ＩＤを入力する。ステップＳ７０２では、ステップＳ７０１において入力された患者ＩＤ
を受け付ける。
【００７１】
　ステップＳ７０３では、被検者の腋窩に体内水分計１００の先端を接触させることで、
水分量測定処理を行う。測定者による水分量の測定処理が完了すると、ステップＳ７０４
では、測定結果を表示部１１２に表示する。また、ステップＳ７０５に進み、ステップＳ
７０２において認識された患者ＩＤ及び測定日時とともに、測定結果をサーバ４１０に無
線送信する。
【００７２】
　ステップＳ７０６では、サーバ４１０に対して、ステップＳ７０５において送信した患
者ＩＤと同一の患者ＩＤの水分量データであって、前日（測定日が１日前）に測定された
水分量データの検索を指示する（前日の水分量データ検索コマンドを送信する）。
【００７３】
　サーバ４１０では、体内水分計１００から前日の水分量データ検索コマンドを受信する
と、データベース４２０内を検索し、検索結果を体内水分計１００に送信する。具体的に
は、前日の水分量データ検索コマンドに含まれる患者ＩＤと同一の患者ＩＤの水分量デー
タであって、測定日が１日前の水分量データを、データベース４２０より検索する。なお
、検索結果は、体内水分計１００に無線送信される。
【００７４】
　ステップＳ７０７では、サーバ４１０より送信された検索結果（同一患者の前日の水分
量データ）と、今回の測定結果（ステップＳ７０３において測定された水分量データ）と
を比較する。
【００７５】
　ステップＳ７０８では、ステップＳ７０７における比較の結果、前日の水分量データと
今回の水分量データとの間に所定割合（例えば、５％）以上の差があるか否かを判定する
。
【００７６】
　ステップＳ７０８における判定の結果、所定割合以上の差がないと判定した場合には、
水分量測定及び判断処理を終了する。一方、ステップＳ７０８における判定の結果、所定
割合以上の差があると判定した場合には、ステップＳ７１１（図７Ｂ）に進む。
【００７７】
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　ステップＳ７１１では、今回の被検者と同じグループに属する他の患者の水分量データ
の検索を指示する（他の患者の水分量データ検索コマンドを送信する）。
【００７８】
　ここで、今回の被検者と同じグループに属する他の患者とは、例えば、今回の被検者と
同じ病室の他の患者、あるいは、今回の被検者と同じフロアの他の患者等、同じ環境下に
いる他の患者のことをいう。なお、同じグループに属する患者には、データベース４２０
内において、同じグループＩＤが付されているものとする。また、他の患者の水分量デー
タには、他の患者の今日の測定結果と、他の患者の前日の測定結果とが含まれるものとす
る。
【００７９】
　ステップＳ７１１において送信された他の患者の水分量データ検索コマンドに基づいて
、サーバ４１０では、ステップＳ７０５において送信された患者ＩＤが属するグループと
同じグループに属する他の患者の水分量データについて、今日の測定結果と、前日の測定
結果とを検索し、検索結果（同じグループに属する他の患者の水分量データ）を体内水分
計１００に送信する。
【００８０】
　ステップＳ７１２では、サーバ４１０より送信された検索結果に基づいて、他の患者の
前日の水分量データと今日の水分量データとの差を算出する。
【００８１】
　ステップＳ７１３では、ステップＳ７１２において算出された差が、所定割合（例えば
、５％）以上である患者の数をカウントする。更に、ステップＳ７１４では、ステップＳ
７１３においてカウントした患者の数が、同じグループの患者の数の５０％以上に該当す
るか否かを判定する。
【００８２】
　ステップＳ７１４において、５０％以上に該当しないと判定した場合には、ステップＳ
７１６に進み、被検者の今回の測定結果が、前日の測定結果に対して大きく変動したのは
、当該被検者に起因するものであると判断する。
【００８３】
　一方、ステップＳ７１４において、５０％以上に該当すると判定した場合には、ステッ
プＳ７１５に進み、被検者の今回の測定結果が、前日の測定結果に対して大きく変動した
のは、被検者の属する環境に問題があると判断し、周辺環境の改善を促すメッセージを出
力する。
【００８４】
　例えば、同じ病室の患者の測定結果が一様に水分量が低下する方向に変動していた場合
には、当該病室の温度が高いか、乾燥しすぎている等、周辺環境自体に問題があり、一被
検者の問題ではないと判断する。そして、測定者が周辺環境の改善を行うことで、患者の
脱水症状等の発現等を未然に防ぐことができる。
【００８５】
　ステップＳ７１５またはステップＳ７１６における処理が完了すると、水分量測定及び
判断処理を終了する。
【００８６】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る体内水分計１００では、水分量測定
が完了した場合に、サーバにアクセスし、前日の測定結果との差を算出する構成とした。
また、前日の測定結果との差が所定割合以上であった場合には、再度、サーバにアクセス
し、当該被検者と同じグループに属する他の患者の前日の測定結果と、今日の測定結果と
の差を算出する構成とした。
【００８７】
　そして、当該被検者の測定結果の変動が、当該被検者に起因するものなのか、当該被検
者が属する周辺環境の問題なのかを判断し、周辺環境の問題であると判断した場合には、
測定者にその旨のメッセージを出力する構成とした。
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【００８８】
　この結果、測定者は、被検者の測定結果を総合的に判断することが可能となり、被検者
に対して、適切な対応をとることが可能となった。
【００８９】
　［第５の実施形態］
　上記第１乃至第４の実施形態では、体内水分計１００がサーバ４１０と直接通信する構
成について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、各病室の各患者ごとに割
り当てられた固定端末をサーバと接続しておき、当該固定端末と体内水分計とが通信する
構成としてもよい。
【００９０】
　図８は、本実施形態に係る体内水分計１００を含む管理システム８００の全体構成を示
す図である。図８において、８１０は、病院等の医療機関において、看護師等がいるナー
スステーション等に配置され、入院患者等の生体情報を管理するサーバである。
【００９１】
　サーバ８１０は、上記第１の実施形態において図４を用いて説明したサーバ４１０と同
様の機能を有している。ただし、管理システム８００では、各病室の各患者ごとに専用の
固定端末を配置する構成となっており、データベース８２０では、当該固定端末を識別す
るための端末ＩＤ（８２２）と、当該固定端末に対応する患者を識別するための患者ＩＤ
（４２１）とが対応づけられている。
【００９２】
　このため、サーバ８１０では、いずれの固定端末から送信された水分量データあるいは
体温データであるかを判断することで、当該水分量データあるいは体温データが、いずれ
の患者の水分量データあるいは体温データであるかを判断し、データベース８２０内の対
応する領域に記憶する。
【００９３】
　８３１～８３４は固定端末であり、各病室の各患者ごとに、例えば、ベットのそばに固
定配置されている。固定端末８３１～８３４はそれぞれ、固有の端末ＩＤを有しており、
上述したようにデータベース８２０において管理されている。
【００９４】
　各固定端末８３１～８３４はそれぞれ同様の機能を有しており、例えば、水分量測定処
理を完了した体内水分計１００が固定端末８３１に近づけられると、固定端末８３１では
体内水分計１００との間で通信を行い、測定結果を受信する。受信した測定結果は、端末
ＩＤとともにサーバ８１０に送信される。
【００９５】
　また、体温データ検索コマンド等の各種コマンドを送信する体内水分計１００が固定端
末８３１に近づけられると、固定端末８３１では体内水分計１００より当該コマンドを受
信する。受信したコマンドは、端末ＩＤとともにサーバ８１０に送信される。また、サー
バ８１０より受信した検索結果は、体内水分計１００に送信される。
【００９６】
　以上の説明から明らかなように、管理システムとして、各病室の各患者ごとに専用の固
定端末を配置し、体内水分計を当該固定端末と通信させる構成とした場合であっても、上
記第１乃至第４の実施形態と同様の処理を実現し、同様の効果を享受することができる。
【００９７】
　［第６の実施形態］
　上記第５の実施形態では、各病室の各患者ごとに専用の固定端末を配置する構成とした
が、本発明はこれに限定されず、看護師等が、専用の端末を移動可能に保持する構成とし
てもよい。
【００９８】
　図９は、本実施形態に係る体内水分計１００を含む管理システム９００の全体構成を示
す図である。図９において、９１０は、病院等の医療機関において、看護師等がいるナー
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【００９９】
　サーバ９１０は、上記第１の実施形態において図４を用いて説明したサーバ４１０と同
様の機能を有している。ただし、管理システム９００では、各看護師等が移動端末を持参
する構成となっており、各看護師等は、生体情報の測定結果を当該移動端末に入力する前
に、被検者の患者ＩＤを入力する。このため、当該移動端末からサーバ９１０に対して送
信される各種生体情報には、当該患者ＩＤが付与される。そして、データベース９２０で
は、患者ＩＤ（４２１）と生体情報（４２４、４２５）とを対応付けて記憶する。
【０１００】
　９３０は移動端末であり、各看護師等が、各病室をまわる際に持参する。そして、例え
ば、体内水分計１００による水分量測定を行うにあたっては、当該被検者の患者ＩＤを移
動端末９３０に入力する。その後、体内水分計１００による水分量測定を行い、測定結果
を体内水分計１００より受信すると、移動端末９３０では、当該測定結果に、入力された
患者ＩＤを付加してサーバ９１０に送信する。
【０１０１】
　また、体内水分計１００より体温データ検索コマンド等の各種コマンドを受信すると、
当該移動端末９３０では、患者ＩＤを付加したうえで、サーバ９１０に送信する。更に、
サーバ９１０より受信した検索結果を、体内水分計１００に送信する。
【０１０２】
　以上の説明から明らかなように、管理システムとして、各看護師等が移動端末を持参し
、当該移動端末に体内水分計での測定結果を送信する構成とした場合であっても、上記第
１乃至第４の実施形態と同様の処理を実現し、同様の効果を享受することができる。
【０１０３】
　［第７の実施形態］
　上記第６の実施形態では、移動端末９３０を、体内水分計１００とサーバ９１０とを接
続するための中継器として機能させる構成としたが、本発明はこれに限定されない。例え
ば、図５ＡのステップＳ５０６以降の処理、あるいは、図６ＢのステップＳ６１１以降の
処理、図７ＡのステップＳ７０６以降の処理を、移動端末９３０において実行する構成と
してもよい。
【０１０４】
　［その他の実施形態］
　上記第１乃至第３、第５乃至第７の実施形態では、他の生体情報として体温データを取
得する場合について説明したが、生体内の水分量の測定結果を総合的に判断する際に用い
る他の生体情報は、体温データに限定されない。例えば、体温データに加えて、あるいは
、体温データの代わりに、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）等を取得するようにしてもよい
。
【０１０５】
　本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱す
ることなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために
、以下の請求項を添付する。
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